
【レンタルボックス使用約款改訂について】

2024年1月9日

お客さま各位

いつもハローストレージをご利用いただき、ありがとうございます。

2024年1月10日より、各約款の改訂を行いますので、以下の通りお知らせいたしま
す。

〇約款改定日

2024年1月10日
※約款改定日以降に締結する新契約に改訂内容を適用します。

〇対象約款

対象となる約款、および詳細な改訂内容は以下をご確認ください。

　レンタルボックス使用契約約款改訂

　新旧対比表は、2～3ページ目をご確認ください。　

〇お問い合わせ窓口

ハローストレージ　カスタマーサポート課

0120-86-3085
営業時間：9時30分～18時00分（土日祝を除く）

何卒よろしくお願い申し上げます。

===============================
エリアリンク株式会社

ハローストレージ

TEL：0120-86-3085
===============================



「レンタルボックス使用契約約款」改定 新旧対比表
条項 改訂前 改訂後

第1条

5項
（条項追加）

当社は、本契約の申込者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、本

契約の申込みを承諾しないことがあり、またその理由について一切開示義務を負

いません。

① 当社に提供された登録事項、必要書類等の全部又は一部につき虚偽、誤記又

は記載漏れがあった場合。

② 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代

理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合（なお、成年被

後見人の場合、本契約は申込者の法定代理人である後見人との間で行うものとし

ます）。

③ 申込者において、本約款を含む当社の各種約款、本契約、及び誓約書等の内

容に対する同意がない場合、又はこれらの内容を十分に理解していないなど有効

な同意を行っていない合理的な疑いが認められる場合。

④ 前各号に掲げるほか、レンタルボックス使用サービスの利用の承諾が客観的

合理的に適当でないと当社が判断する場合。

第6条

3項
（条項追加）

前二項の解約による解約申し出を受領した場合においても、解約日が本契約の期

間終了日以降となった際には、契約者は第７条⑦に記載する更新料を支払うもの

とします。

第7条

2項
（条項追加）

本条第1項に定める他、当社の判断にて契約者の同意を得た上で、契約者と金銭

支払債務の連帯保証会社との間に保証委託契約を締結していただく場合がありま

す。

契約内容及び保証料等の詳細については別途締結する保証委託契約書をご参照く

ださい。

第13条

⑧
⑧データ・ソフトウェアまたはプログラム等の無体物

データ・ソフトウェアまたはプログラム等が記載又は記録されたCD、DVD等の

媒体その他の有体物

第17条

2項
（条項追加）

当社が必要と認めるレンタルボックス及び当該レンタルボックスが設置される物

件の修繕・変更・改造、保守作業、並びにこれらに伴う停電、断水その他の使用

制限により、契約者の被った損害に対しては、当社はその責めを負わない。

ただし、当社の故意又は過失による損害については、本約款第16条に基づく範囲

内にて当社は責任を負うものとします。



第21条

3項
（条項追加）

当社に対して妥当性を欠く要求をすること、又は社会通念上不相当な言動（当社

又は従業員に対する暴行・傷害・脅迫・中傷・名誉棄損・侮辱・暴言・プライバ

シー侵害行為、正当な理由がない過度な要求、執拗なクレームによる⾧時間の拘

束等を含むがこれらに限られない）をとること。

該当する行為を行ったと合理的に判断した場合、当社による電話、電子メール又

は書面等一切の対応をお断りすることがあります。

第24条

5項
保証対象については、安心保証パック契約約款第6条4項を参照）。 （保証対象については、安心保証パック契約約款第6条4項を参照）。


